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令和３年度からの主な変更点

１ 気象庁が発表する警報、注意報の基準の改定

（１）第３章 第１節「気象庁が行う予報および警報」（P23～30）

２ 組織の改変等に関する連絡系統図、電話一覧表等の更新

・土佐くろしお鉄道への連絡先更新。（P43,44,47,49,249）
・水防本部構成課の連絡先追加。(P251)

３ 水防法の改正

（１）第１１章 「諸法規 水防法」(P125～145)
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令和４年度水防計画書（案）

R3
計画書

のページ

令和３年度水防計画書 備考

P23
第 3章
第 1節
気象庁が

行う予報

および警

報

別表１

警報基

準の改

定

改定予定
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P24～26
第 3章
第 1節
気象庁が

行う予報

および警

報

別表２

警報基

準の改

定

改定予定



4

令和４年度水防計画書（案）

R3
計画書

のページ

令和３年度水防計画書 備考

改定予定
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改定予定
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P27
第 3章
第 1節
気象庁が

行う予報

および警

報

別表３

注意報

基準の

改定

改定予定
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P28～30
第 3章
第 1節
気象庁が

行う予報

および警

報

別表４

注意報

基準の

改定

改定予定
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改定予定
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改定予定
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P43
第 3章
第 3節
水防警報
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第 3章
第 3節
水防警報

連絡系

統の更
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P47
第 3章
第 3節
水防警報

P49
第 3章
第 3節
水防警報

連絡系

統の更

新

連絡系

統の更

新
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P74
第５章

第８節

四国地方

における

国土交通

省の応援

連絡先

の更新

8410
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P77
第５章

第８節

四国地方

における

国土交通

省の応援

更新
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のページ
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P77
第５章

第８節

四国地方

における

国土交通

省の応援

更新
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のページ
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（定義）

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の

降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨

水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川

その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できない

ことによる出水をいう。

６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、

警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門若しくは閘(こう )

門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体

（第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体を

いう。以下第四章までにおいて同じ。）の活動、一の水防管理

団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防

のための活動に必要な河川管理者（河川法（昭和三十九年法

律第百六十七号）第七条（同法第百条第一項において準用す

る場合を含む。）に規定する河川管理者をいう。第七条第三項

において同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の規定によ

り都道府県知事又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七

号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川法第

九条第二項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第

一項に規定する一級河川をいう。以下同じ。）の管理の一部を

行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の長並

びに下水道管理者（下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）

第四条第一項に規定する公共下水道管理者、同法第二十五条

の二十三第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十

七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四

項において同じ。）の協力並びに水防に必要な器具、資材及び

設備の整備及び運用に関する計画をいう。

P125
第 11章
諸法規

水防法

第二条

（定義）

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の

降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨

水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川

その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できない

ことによる出水をいう。

６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、

警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門若しくは閘(こう )

門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体

（第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体を

いう。以下第四章までにおいて同じ。）の活動、一の水防管理

団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防

のための活動に必要な河川管理者（河川法（昭和三十九年法

律第百六十七号）第七条（同法第百条第一項において準用す

る場合を含む。）に規定する河川管理者をいう。第七条第三項

において同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の規定によ

り都道府県知事又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七

号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川法第

九条第二項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第

一項に規定する一級河川をいう。以下同じ。）の管理の一部を

行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の長並

びに下水道管理者（下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）

第四条第一項に規定する公共下水道管理者、同法第二十五条

の十一第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七

条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項

において同じ。）の協力並びに水防に必要な器具、資材及び設

備の整備及び運用に関する計画をいう。

改正
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（都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の

通知及び周知）

第十三条の二 都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共

下水道等（下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同

条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都

市下水路をいう。以下この条及び第十四条の二において同

じ。）の排水施設等（排水施設又はこれを補完するポンプ施設

若しくは貯留施設をいう。以下この条及び第十四条の二第一

項において同じ。）で雨水出水により相当な損害を生ずるおそ

れがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警

戒水位（雨水出水による災害の発生を特に警戒すべき水位（公

共下水道等の排水施設等の底面から水面までの高さをいう。

以下この条において同じ。）をいう。次項において同じ。）を

定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨

を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該都道府県の水防

計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するととも

に、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知

させなければならない。

（洪水浸水想定区域）

第十四条 国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項

の規定により指定した河川について、都道府県知事は、第十

一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した次に掲

げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、

又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図

るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模

降雨（想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定

める基準に該当するものをいう。以下同じ。）により当該河川

が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域

として指定するものとする。

一 第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河

川

二 特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）

P130
第 11章
諸法規

水防法

第十三条

の二

P131
第 11章
諸法規

水防法

第十四条

（都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の

通知及び周知）

第十三条の二 都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共

下水道等（下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同

条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都

市下水路をいう。以下この条において同じ。）の排水施設等（排

水施設又はこれを補完するポンプ施設若しくは貯留施設をい

う。以下この条及び第十四条の二第一項において同じ。）で雨

水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指

定したものについて、雨水出水特別警戒水位（雨水出水によ

る災害の発生を特に警戒すべき水位（公共下水道等の排水施

設等の底面から水面までの高さをいう。以下この条において

同じ。）をいう。次項において同じ。）を定め、当該排水施設

等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の

水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管

理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道

機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならな

い。

（洪水浸水想定区域）

第十四条 国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項

の規定により指定した河川について、都道府県知事は、第十一

条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川につい

て、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止す

ることにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省

令で定めるところにより、想定最大規模降雨（想定し得る最大

規模の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該当するもの

をいう。以下同じ。）により当該河川が氾濫した場合に浸水が想

定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。

改正

改正
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第三条第一項の規定により指定した河川

三 前二号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定す

る指定区間外の一級河川のうち洪水による災害の発生を警戒

すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの

２ 都道府県知事は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑

かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、

水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めると

ころにより、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場

合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定す

るものとする。

一 第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した

河川

二 特定都市河川浸水被害対策法第三条第四項から第六項まで

の規定により指定した河川

三 前二号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定す

る指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項に規定する二

級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして

国土交通省令で定める基準に該当するもの

２３ 前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合

に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明ら

かにしてするものとする。

３４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の

規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところ

により、前項の国土交通省令で定める事項を公表するととも

に、関係市町村の長に通知しなければならない。

４５ 前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の

変更について準用する。

（雨水出水浸水想定区域）

第十四条の二 都道府県知事は、第十三条の二第一項の規定に

より指定した排水施設等当該都道府県が管理する次に掲げる

排水施設について、市町村長は、同条第二項の規定により指

定した排水施設等について雨水出水時の円滑かつ迅速な避難

P131
第 11章
諸法規

水防法

第十四条

の二

２ 前項の規定による指定は、指定の区域及び浸水した場合に

想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らか

にしてするものとする。

３ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指

定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項

の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町

村の長に通知しなければならない。

４ 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について

準用する。

（雨水出水浸水想定区域）

第十四条の二 都道府県知事は、第十三条の二第一項の規定に

より指定した排水施設等について、市町村長は、同条第二項

の規定により指定した排水施設等について、雨水出水時の円

滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、

改正
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を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害

の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想

定最大規模降雨により当該指定に係る排水施設当該排水施設

に雨水を排除できなくなつた場合又は当該指定に係る排水施

設（当該指定に係るポンプ施設当該排水施設（第一号に掲げ

る排水施設にあつては、第十三条の二第一項の規定による指

定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含

む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除

できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水

想定区域として指定するものとする。

一 第十三条の二第一項の規定による指定に係る排水施設

二 下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に

存する公共下水道等の排水施設

三 特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項の規定により指

定され、又は同条第四項、同条第五項において準用する同条

第三項若しくは同条第六項の規定により指定した特定都市河

川流域内に存する公共下水道等の排水施設

四 前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を

警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する

公共下水道等の排水施設

２ 市町村長は、当該市町村が管理する次に掲げる排水施設に

ついて、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸

水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、

国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨によ

り当該排水施設に雨水を排除できなくなつた場合又は当該排

水施設（第一号に掲げる排水施設にあつては、第十三条の二

第二項の規定による指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接

続する排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しく

は海域に雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される

区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。

一 第十三条の二第二項の規定による指定に係る排水施設

二 下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に

存する公共下水道等の排水施設

三 特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項（同条第五項に

水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めると

ころにより、想定最大規模降雨により当該指定に係る排水施

設に雨水を排除できなくなつた場合又は当該指定に係る排水

施設（当該指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排

水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に

雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨

水出水浸水想定区域として指定するものとする。
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のページ

令和３年度水防計画書 備考

おいて準用する場合を含む。）及び第四項から第六項までの規

定により指定された特定都市河川流域内に存する公共下水道

等の排水施設

四 前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を

警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する

公共下水道等の排水施設

２３ 前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合

に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明ら

かにしてするものとする。

３４ 都道府県知事又は市町村長は、第一項又は第二項の規定

による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところによ

り、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、

都道府県知事にあつては、関係市町村の長に通知しなければ

ならない。

４５ 前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の

変更について準用する。

（高潮浸水想定区域）

第十四条の三 都道府県知事は、第十三条の三の規定により指

定した次に掲げる海岸について、高潮時の円滑かつ迅速な避

難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被

害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、

想定し得る最大規模の高潮であつて国土交通大臣が定める基

準に該当するものにより当該海岸について高潮による氾濫が

発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域と

して指定するものとする。

一 第十三条の三の規定により指定した海岸

二 前号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域内に存する

海岸のうち高潮による災害の発生を警戒すべきものとして国

土交通省令で定める基準に該当するもの

P131
～132

第 11章
諸法規

水防法

第十四条

の三

２ 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想

定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかに

してするものとする。

３ 都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による指定を

したときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国

土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事

にあつては、関係市町村の長に通知しなければならない。

４ 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について

準用する。

（高潮浸水想定区域）

第十四条の三 都道府県知事は、第十三条の三の規定により指

定した海岸について、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、

又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図

るため、国土交通省令で定めるところにより、想定し得る最

大規模の高潮であつて国土交通大臣が定める基準に該当する

ものにより当該海岸について高潮による氾濫が発生した場合

に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定する

ものとする。

改正
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（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の

防止のための措置）

第十五条 市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項に

規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村に

あつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、

第十四条第一項若しくは第二項の規定による洪水浸水想定区

域の指定、第十四条の二第一項若しくは第二項の規定による

雨水出水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高

潮浸水想定区域の指定があつたときは、市町村地域防災計画

（同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をい

う。以下同じ。）において、少なくとも当該洪水浸水想定区域、

雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲

げる事項について定めるものとする。ただし、第四号ハに掲

げる施設について同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設

の所有者又は管理者からの申出があつた場合に限る。

一 洪水予報等（第十条第一項若しくは第二項若しく又は第十

一条第一項の規定により気象庁長官、国土交通大臣及び気象

庁長官若しく又は都道府県知事及び気象庁長官が行う予報又

は、第十三条第一項若しくは第二項、第十三条の二若しく又

は第十三条の三の規定により国土交通大臣、都道府県知事若

しく又は市町村長が通知し若しく又は周知する情報その他人

的災害を生ずるおそれがある洪水、雨水出水又は高潮に関す

る情報をいう。次項において同じ。）の伝達方法

２ 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画

において同項第四号に掲げる事項を定めるときは、当該市町

村地域防災計画において、次の各号に掲げる施設の区分に応

じ、当該各号に定める者への洪水予報等の伝達方法を定める

ものとする。

二 前項第四号ロに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者

（第十五条の三第六七項の規定により自衛水防組織が置かれ

たときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組

織の構成員）

P132
第 11章
諸法規

水防法

第十五条

（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の

防止のための措置）

第十五条 市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項に

規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村に

あつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、

第十四条第一項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十

四条の二第一項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定又

は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつた

ときは、市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項に規定

する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、少な

くとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高

潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるもの

とする。ただし、第四号ハに掲げる施設について同号に掲げ

る事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申

出があつた場合に限る。

一 洪水予報等（第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一

条第一項の規定により気象庁長官、国土交通大臣及び気象庁

長官若しくは都道府県知事及び気象庁長官が行う予報又は第

十三条第一項若しくは第二項、第十三条の二若しくは第十三

条の三の規定により国土交通大臣、都道府県知事若しくは市

町村長が通知し若しくは周知する情報をいう。以下同じ。）の

伝達方法

２ 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画

において同項第四号に掲げる事項を定めるときは、当該市町

村地域防災計画において、次の各号に掲げる施設の区分に応

じ、当該各号に定める者への洪水予報等の伝達方法を定める

ものとする。

二 前項第四号ロに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者

（第十五条の三第六項の規定により自衛水防組織が置かれた

ときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織

の構成員）

改正
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（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関す

る計画の作成等）

第十五条の三 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計

画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所

有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当

該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避

難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画

を作成しなければならない。

５ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に

規定する計画で定めるところにより、同項の要配慮者利用施

設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための

訓練を行わなければ行うとともに、その結果を市町村長に報

告しなければならない。

６ 市町村長は、第二項又は前項の規定により報告を受けたと

きは、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、

当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な

避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることがで

きる。

６７ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土

交通省令で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の

利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水

防組織を置くよう努めなければならない。

７８ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、前項

の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該

自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を

市町村長に報告しなければならない。当該事項を変更したと

きも、同様とする。

P133
～134

第 11章
諸法規

水防法

第十五条

の三

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関す

る計画の作成等）

第十五条の三 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計

画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所

有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当

該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避

難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画

を作成しなければならない。

５ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に

規定する計画で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設

の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練

を行わなければならない。

６ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交

通省令で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用

者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防組織

を置くよう努めなければならない。

７ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、前項の

規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛

水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村

長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同

様とする。

改正
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⑵ 雨量・河川水位

国土交通省

・川の防災情報

【PC 版】https://www.river.go.jp/

【スマートフォン版】

http://river.go.jp/s/ https://www.river.go.jp/s/

【携帯版】http://i.river.go.jp/

P150
第 12章
気象予報

等の情報

⑵ 雨量・河川水位

国土交通省

・川の防災情報

【PC 版】http://www.river.go.jp/

【スマートフォン版】http://river.go.jp/s/

【携帯版】http://i.river.go.jp/

URLの
更新

http://river.go.jp/s/
http://river.go.jp/s/
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水防関係機関電話一覧表 P249
～251

水防関係

機関電話

連絡先

水防関係機関電話一覧表 連絡先

の更新

水防本

部構成

課の連

絡先追

加

関係機関の

種類

所在地 名称 局

名

市外

局番

番号

国土交通省 宿毛市平田町黒川字

櫛ヶ崎山 5312-48
渡川ダム統合管理事務

所

宿毛 0880 66-2501

NTT 高知市帯屋町 2 丁目
5-11

NTT西日本高知支店 高知 088 837-0478

土佐くろし

お鉄道

四万十市駅前町 7-1 土佐くろしお鉄道㈱

中村施設車両区

中村 0880 34-4531
35-5240

安芸市東浜 300-4 土佐くろしお鉄道㈱

安芸施設車両区

安芸 0887 34-8805

県警察 高知市北本町 1-10-12 高知警察署 高知 088 823-0110
県庁 高知市丸ノ内 1-2-20 高知県庁 高知 088 823-1111

〃 丸ノ内 1-2-20 県水防本部（河川課） 高知 088 823-9838

〃 丸ノ内 1-2-20 災害対策本部

（危機管理・防災課）

〃 〃 823-9018

〃 丸ノ内 1-2-20 土木政策課 〃 〃 823-9822
〃 丸ノ内 1-2-20 技術管理課 〃 〃 823-9826
〃 丸ノ内 2-4-1 用地対策課 〃 〃 823-9816
〃 丸ノ内 1-2-20 道路課 〃 〃 823-9828
〃 丸ノ内 1-2-20 防災砂防課 〃 〃 823-9845
〃 丸ノ内 1-2-20 港湾・海岸課 〃 〃 823-9887
〃 丸ノ内 1-2-20 港湾振興課 〃 〃 823-9882
〃 丸ノ内 1-7-52 漁港漁場課 〃 〃 821-4837
〃 丸ノ内 1-2-20 都市計画課 〃 〃 823-9846
〃 丸ノ内 1-2-20 公園下水道課 〃 〃 823-9854
〃 丸ノ内 1-2-20 建築課 〃 〃 823-9870
〃 丸ノ内 1-2-20 建築指導課 〃 〃 823-9893
〃 丸ノ内 1-2-20 住宅課 〃 〃 823-9860

関係機関の

種類

所在地 名称 局

名

市外

局番

番号

国土交通省 宿毛市平田町戸内 中筋川総合開発工事事

務所

宿毛 0880 66-0142

NTT 高知市帯屋町 2 丁目
5-11

NTT西日本高知支店 高知 088 821-3466

土佐くろし

お鉄道

四万十市駅前町 7-1 土佐くろしお鉄道㈱ 中村 0880 34-4531
35-5240

県警察 高知市北本町 1-9-20 高知警察署 高知 088 823-0110
県庁 高知市丸ノ内 1-2-20 高知県庁 高知 088 823-1111

〃 丸ノ内 1-2-20 県水防本部 〃 〃 823-9838
823-9840

〃 丸ノ内 1-2-20 危機管理・防災課 〃 〃 823-9018
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【参考】水防本部構成課 （R3水防計画書 P.10、11）


